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（長期方針）

流通設備効率の向上に向けて
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１．コネクト＆マネージに関する取組について

（１）国の審議会等での審議状況（報告）

（２）Ｎ－１電制の適用課題への対応

（３）オブザーバからのご意見の整理と今後の対応



3（参考）流通設備効率の向上に向けた当面の取組について

取組 想定潮流の合理化

コネクト＆マネージ

Ｎ－１電制
（Ｎ－１故障時瞬時電源制限）

ノンファーム型接続
平常時出力抑制条件付き
電源接続

運用
制約

原則、マネージなし
Ｎ－１故障（電力設備の単一
故障）発生時に電源制限

平常時の運用容量超過で電源
抑制

設備
形成

・接続前に空容量に基づき接続可否を検討

・想定潮流が運用容量を超過で増強

・事前の空容量に係わらず、新
規接続電源の出力抑制を前
提に接続

・主に費用対便益評価に基づき
増強を判断

取組
内容

想定潮流の合理化・精度向上
・電源稼働の蓋然性評価
・自然変動電源の出力評価

Ｎ－１故障発生時に、リレーシス
テムにて瞬時に電源制限を行うこ
とで運用容量を拡大

系統制約時の出力抑制に合意
した新規発電事業者は設備増
強せずに接続

混雑
発生

（平常時）なし （平常時）なし （平常時）あり

（故障時）あり
⇒電源抑制※１で対応

（故障時）あり
⇒電源制限※２で対応

（故障時）あり

※1  給電指令による発電出力抑制
※2  リレーシステムによる瞬時の発電出力制限

 今後、コネクト＆マネージに関する以下の取組について検討を進めていく。

第26回広域系統整備委員会資料より



4（参考）コネクト＆マネージに関する今後の検討体制

 第２回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(H30.1.24)におい
て、コネクト＆マネージに関する今後の検討体制について、基本的な方向性の提示や重要論
点に係る議論は国で行うとともに、技術的な内容を含む詳細検討は本機関において行うことに
なった。

第2回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会資料より

第30回広域系統整備委員会資料より



5
１－１．
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 中間整理（案）

 5月15日開催の資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分
科会/電力・ガス事業分科会 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員
会の中間整理(案)において、「日本版コネクト＆マネージ」については、下記のとおり整理された。

 今後も国の審議会との連携を図りつつ、Ｎ－１電制およびノンファーム型接続について、本機関
にて技術的な内容を含む詳細検討を進めていく。

（次頁に続く）

第6回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会資料より
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１－１．
再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 中間整理（案）

第6回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会資料より

スケジュールについては
P23参照
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１．コネクト＆マネージに関する取組について

（１）国の審議会等での審議状況（報告）

（２）Ｎ－１電制の適用課題への対応

（３）オブザーバからのご意見の整理と今後の対応
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Ｎ－１電制の本格適用

・ 合理的なＮ－１電制の費用負担
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第30回広域系統整備委員会におけるご意見
（論点Ⅱー２．合理的なＮ－１電制の費用負担）

（委員からのご意見）

 「Ｎ－１電制を受け入れて系統に接続する事業者」でない方が電制対象者となる場合、不利
益とはならないことがしっかり担保されていることが前提となるため、設置費用だけではなく維持費
用や機会損失費用の負担を整理して、納得できるようにして欲しい。

（オブザーバからのご意見）

 Ｎ－１故障が起きた直後と、復旧されるまで、計画的な設備停止作業は区別して考えた方が
よいのではないか。

 前回頂いたご意見や「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」での
審議結果（P10-11参照）を踏まえ、今回、合理的なＮ－１電制の費用負担に関して、今
後の検討の進め方等を、ご議論いただきたい。



10（参考）費用負担に関する審議結果 【本格適用】

第3回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会資料より



11（参考）費用負担に関する審議結果 【本格適用】

第3回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会資料より



12２－１．費用負担に関する今後の検討の進め方 【本格適用】

 第３回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会(2018.2.22)にお
いて、「本格適用においても、まずは案１の方式を適用し、その後必要に応じ見直していく」とい
う方向が示されたため、今後、案１（P10参照）の費用負担案の実現に向け、具体的な精
算の仕組み等の検討を行っていくことにしたい。

 今後、Ｎ－１故障発生時における費用精算に必要な情報を収集および管理する必要がある
ため、その実現性も含めて、P14に示すような項目について検討を行っていく。

 なお、設備停止作業時の調整における費用精算にも必要となる検討事項については、 「地域
間連系線及び地内送電系統の利用ルール等に関する検討会」で検討することにし、本委員会
ではＮ－１電制特有の課題について検討を進めていく（必要に応じて双方で連絡を取って進
める）ことにしたい。

 特に、電制（緊急停止）による損失費用については、事業者にヒアリング等を行い検討を進め
ていくことにしたい。



13（参考）費用負担に関する精算の課題対応

 今後、新規電源の代替で既存電源を電制対象（もしくは抑制対象）とする場合の費用負担
に関する精算について検討を進めることにしているが、以下のような課題解決が必要である。

①正確な費用の把握

 機会損失費用について正確に把握するためには、電制対象電源の燃料単価や起動費等を把握する必
要がある。

 これを実現するためには、一般送配電事業者による燃料単価や起動費等の把握に関する制度的な担
保が必要になるものと考えられる。

 また、事業者が受容可能となるような広域機関および一般送配電事業者での情報管理が求められるも
のと考えられる。

 加えて、費用負担の前提となるＮ－１電制動作時の発電電力量をどう把握するのか、自然変動電源
に対する機会損失費用等はどのように算出するかについて検討が必要。

②多数の事業者からの費用回収

 特に、高圧に接続する電源は事業者数が多いことから、効率的な費用回収を確実に行う方法について
検討が必要である。また、何等かのシステム化の要否についても検討が必要。

 上記については、託送制度や約款等に係る課題であり、国の審議会等を含め、議論を進めて
いく必要があるため、相応の時間を要する。

 現行の託送供給等約款に基づけば、給電指令の対象者が費用負担することになっているが、オペレー
ションと費用負担を分けて考える場合、託送供給等約款の見直しも含めた検討が必要。

 費用負担に関する精算の仕組みについては、「地域間連系線及び地内送電系統の利用ルール等に関
する検討会」でも検討課題に挙がっており、実務面やシステム化の要否を含めた検討が必要。

第28回広域系統整備委員会資料より



14
２－２．広域系統整備委員会と地域間連系線及び地内送電系統の

利用ルール等に関する検討会の役割分担

項 目 広域系統整備委員会

地域間連系線及び地
内送電系統の利用ルー
ル等に関する検討会

先行適用 先行適用に係わる諸課題
・本格適用後の先行適用者の扱い
・適用時のアクセス案件の取り扱い 等

○

アクセスの条件としてのＮ－１電制対象電源の設備停止
作業時の取り扱い

○

本格適用 オペレーション 合理的なＮ－１電制のオペレーション
（対象電源の選定の考え方 等）

○

設備停止作業時のオペレーション
○

費用負担 アクセス条件としての費用負担の在り方
（当面は案１と整理）

○

必要な情報、
収集方法
管理方法

発電単価、起動費
○

電制（緊急停止）に
よる損失費用

○

新規電源と既存電源
の区別
（案１特有の管理）

○

費用精算の仕組み
（ルール、必要な費用精算システムなど）

○

参考

参考
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Ｎ－１電制の先行適用



16第30回広域系統整備委員会におけるご意見（先行適用）

（委員からのご意見）

 発電機の出力抑制で対応できる範囲であれば、ユニットを遮断させなくてもよいのではないか。

 本格適用についてのスケジュールはどのようになっているのか。先行適用で一段落しないで進めて
欲しい。

 前回頂いたご意見を踏まえ、今回、先行適用に関する課題対応の方向性について、ご議論い
ただきたい。



17（参考）Ｎ－１電制の先行適用に向けた対応策

 一方で発電事業者からは早期の接続を望む声が大きいため、まずは、 「Ｎ－１電制を前提と
して接続する新規電源」を電制対象者（費用負担＝オペレーション）とすることで、先行的に
適用していくことでどうか。

 この時、高圧に接続する電源や設備保安上の理由で電制対象者にはならない新規電源は、
費用負担の精算などの課題が解決するまでは、Ｎ－１電制適用の対象外とし、原則、設備
増強による接続としてはどうか。

 オペレーションと費用負担は一体とし、以下のような考えに基づき、Ｎ－１電制を先行的に適用していく。

 現状の「給電指令による電源抑制」の範囲は、現行の託送約款に基づき、給電指令対象者が負担する。

 電制による運用容量拡大の範囲は、特別高圧以上に接続を希望する新規電源が電源制限対象となり、
機会損失の費用も負担する。

【費用負担案（イメージ）】

１回線
設備容量

新規接続電源で負担
（Ｄで負担）

既存の給電指令対象
電源で負担

Ｇ

既存A 新規D

Ｇ

系統線

（系統イメージ）

Ｌ

需要

Ｇ

既存B

Ｇ

既存C

上記に示すように、新規接続電源とは、「N-1電
制を前提として接続する電源」を意味する

（ABCDは申込み順）

8760ｈ時間

潮流デュレーション（全体）

潮流デュレーション
（既存のみ）

電制による
運用容量拡大

運用容量

(電制あり)

運用容量
（電制なし）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ新
規

既
存

給電指令
による電源抑制

第28回広域系統整備委員会資料より



18２－３．本格適用後の先行適用者の扱い 【先行適用】

 「Ｎ－１電制を前提として接続する新規電源」として先行適用された事業者は、本格適用後、
本格適用のルール（オペレーションや費用精算等）が適用されるものとする。

 このため、先行適用契約時に本格適用後の取り扱いを契約条項に明記しておくことも必要にな
ると考えられる。



19２－４．Ｎ－１電制のオペレーションに関する基本的考え方

 Ｎ－１電制は、２回線以上の送電線（または２台以上の変圧器）において、１回線（１
台）故障により過負荷となった場合、熱容量上許容できる時間内に発電機出力を自動的に
遮断（または抑制）することで過負荷を解消するものである。

 前回、「発電機の出力抑制で対応できる範囲であれば、ユニットを遮断させなくてもよいのではな
いか」という主旨のご意見をいただいていたが、過負荷量が小さく、熱容量上許容できる時間内
で対応できる場合は、極力、出力抑制で対応できるようなオペレーションを指向していく。



20
２－５．先行適用におけるオペレーション

（複数のＮ－１電制対象電源がある場合）【先行適用】

 先行適用の間は、オペレーションと機会損失の費用負担を一致させることから、Ｎ－１故障時
や作業に伴う設備停止時にＮ－１電制対象電源が優先して出力制約の対象となる。

 同一系統において複数のＮ－１電制対象電源がある場合、系統接続後は公平に取り扱わ
れるという考えに基づけば、Ｎ－１電制対象電源間では、Ｎ－１故障継続中や設備停止作
業時など時間的余裕がある場合には、現行の設備停止作業時の運用方法である定格容量
比率按分（プロラタ）抑制が基本となる。

 一方、Ｎ－１故障発生直後は、時間的余裕がない中でのプロラタ抑制は困難であるため、潮
流状況に合わせて後着者順に遮断（もしくは抑制）することを、基本としてはどうか。

 なお、Ｎ－１故障が継続する場合、後着者順からプロラタ抑制に移行することになるが、その実
施能力や運用方法については、契約時等に確認しておく必要がある。

（例：プロラタ抑制が困難な発電機については、解列が基本になるものと考えられる。）

区分 オペレーション 備考

Ｎ－１故障直後 後着者順による抑制 出力調整の時間的余裕
なし

Ｎ－１故障継続時
（計画的な設備停止作業時含む）

定格容量比率按分（プロラタ）に
よる抑制

出力調整の時間的余裕
あり

【先行適用におけるオペレーション】
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Ｎ－１故障直後
Ｎ－１故障継続時

（計画的な設備停止作業時含む）

事前潮流が大き
い場合

全てのＮ－１電
制対象電源の抑
制が必要な場合

同左

事前潮流が小さい
場合

（参考）先行適用におけるオペレーションイメージ

運用容量
(電制あり）

１回線
設備容量

調整前 調整後

調整前 調整後

１回線
設備容量

全てのＮ－１電制
対象電源を抑制

Ｎ－１電制対象電源
（先行適用）

運用容量（電制なし）の
範囲内で接続した電源

運用容量
(電制あり）

Ｎ－１電制対象電源の中で
後着者順に抑制

調整後

Ｎ－１電制対象電源の中で
プロラタ抑制

A

B

C

D

A
B
C
D

A
B

A
B
C
D



22２－６．設備増強時のＮ－１電制対象電源の取り扱い 【先行適用】

 Ｎ－１電制が先行適用された系統においても、運用容量に上限があり、新規電源接続により
電制を考慮した運用容量を超過する場合は、設備増強が必要になる。

 合理的な設備形成の検討に基づいた増強規模により空容量が生まれた場合、Ｎ－１電制
対象となっていた電源(G2)が、新規電源(G3)と按分して設備増強費用を負担するのであれ
ば、Ｎ－１電制対象電源から外れることにしてはどうか。

 一方、設備増強費用を負担しないのであれば、以降もＮ－１電制対象電源として取り扱わ
れるものとしてはどうか。

【設備増強時のＮ－１電制対象電源の整理】

G1

G2

運用容量
(電制あり）

運用容量
(電制なし）

想定潮流最大時

G1

G2 G3

G1
G３の

新規接続

Ｇ２による
費用負担あり

Ｇ２による
費用負担なし

G３の新規接続により運
用容量（電制あり）を超
過するため、設備増強

Ｎ－１電制対象
を継続

OR
Ｎ－１電制対象電源
（先行適用）

運用容量（電制なし）の
範囲内で接続した電源

G3 G2



23

2017年度 2018年度 2019年度

広域系統整備
委員会

N-1電制

２－７．先行適用も含めたＮ－１電制の検討の進め方（スケジュール）

課題
整理

対応の
方向性
整理

具体的な課題への対応 等

・精算業務
（システム化の要否検討など）
・電源制限装置の開発 等

 先行適用に関しては、今後、基本的なシステム仕様等について検討を進めることとし、2018年
度上期末を目途に接続検討等の回答へ反映していく。

 また今後、先行適用に関する具体的な内容について取り纏め、周知を図っていくことにする。

 本格適用における精算業務等の具体的な課題への対応については、「地域間連系線及び地内
送電系統の利用ルール等に関する検討会」とも連携を図りながら、引き続き検討を進めていく。

【スケジュール】

先行適用実施

オペレーションと負担が一致する場合
のみ先行適用
（特別高圧）

先行適用の
課題への対応
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１．コネクト＆マネージに関する取組について

（１）国の審議会等での審議状況（報告）

（２）Ｎ－１電制の適用課題への対応

（３）オブザーバからのご意見の整理と今後の対応



25３－１．Ｎ－１電制に関するオブザーバからのご意見および今後の対応

項目 オブザーバからのご意見 今後の対応

電制対象  新規の水力についても、もし止まった場合には、水を持っ
て行く場所、また下流に農業用水等の利水者がいる場合
の影響等も出てくるので、配慮して欲しい。

 地熱発電の場合、遮断ということは坑井停止、井戸の
停止も含めて非常に難しい作業であり、復帰、起動する
のに時間が非常にかかるという点と、井戸の損壊、損傷も
懸念されるので、配慮して欲しい。

 自家発の電力と熱の余剰を社外へ供給しているという事
業者は、電制対象から除外して欲しいし、本来の事業に
与えるインパクトが各業界によって異なるため、一度、各
団体へヒアリングをお願いしたい。

本格適用時の電制対象電源については、
今後整理していく。
（ただし、電制の対象外となったとしても、
応分の費用負担が前提）

 電制対象は、コストの安い電源を止めないようにするメリッ
トオーダー的な考えにより決めるべきではないか。

情報公開  事故実績や設備停止作業等、Ｎ－１電制に係わる制
約事項について、情報提供をお願いしたい。また、Ｎ－
１電制を導入済みの系統について情報公開して欲しい。

 どこがシンプルなループ系統かが分かり辛いので、Ｎ－１
電制の適用可否など情報公開について検討して欲しい。

情報公開について、予見性の観点も含め、
どのような情報公開が必要か検討していく。

 日本全体で、Ｎ－１電制が実施できる系統がどのくらい
あって、どのくらいの効果があるのかまとめて公表して欲しい。

 透明性の確保という観点から事後検証等について検討
して欲しい。

事後検証について、どのような方法が可能
か検討していく。



26３－１．Ｎ－１電制に関するオブザーバからのご意見および今後の対応

項目 オブザーバからのご意見 今後の対応

費用負担  既存電源の中には費用負担なしで接続してきたものが
非常に多くあると考えられ、新規事業者のみに費用負担
を強いること、また、接続契約申込時期の僅かな差で負
担に違いが生じることになる案１には納得できない。

 電力系統は公共の資産であり、新規と既存に差を設け
るべきではないため、案２や案３の方が適切ではないか。

 高圧に接続する電源にとっては、高圧系統の増強に加え
て、Ｎ－１電制による費用負担を求められると２重の費
用負担となること、系統増強なしで接続してきたＦＩＴ
電源も多くあることから、案２でお願いしたい。

 N-1電制適用の目的は、再エネの導入を促進することに
あると理解しており、その抑制費用がFIT価格に盛り込ま
れないのであれば、案２でいくべきではないか。更には、
再エネ電源の持つ温暖化抑制効果という広く国民が受
益する便益を考えれば、案３でも良いのではないか。

第３回再生可能エネルギー大量導入・
次世代電力ネットワーク小委員会におい
て、「本格適用においても、まずは案１の
方式を適用し、その後必要に応じて見直
していく」という方向が示されたため、今後、
案１の費用負担案の実現に向け、具体
的な精算の仕組み等の検討を行っていく
ことにしたい。

 起動費に加えて、電制による設備の寿命への影響に関
する費用も考慮する仕組みが必要。

オペレーションと適正な費用精算の在り方
について、「地域間連系線及び地内送電
系統の利用ルールに関する検討会」と連
携して検討していく。



27３－２．ノンファームに関するオブザーバからのご意見および今後の対応

項目 オブザーバからのご意見 今後の対応

検討の進め方  必要であれば、約款の見直しも含めて、将来を見据え、
当面だけで終わってしまわないように検討を進めるという方
向でお願いしたい。

 混雑管理は、オークションによってより安い電源が流れるよ
うにするというのが、合理的、国民経済的には正しいので
はないか。

 できるだけ早くメリットオーダー抑制方式、もしくはイギリスで
導入されているオークション方式に移行して欲しい。

まずは、ノンファーム電源抑制方式を第１
ステップとして検討を進めていくが、オペレー
ションと費用負担を切り分けたメリットオー
ダー抑制方式についても、並行して検討し
ていく。

 ノンファーム型接続に限定せず、再エネのプライオリティコネ
クションなどの海外の事例を参考にして、色々議論して欲
しい。

海外調査を行う予定であり、その結果も
参考にノンファーム型接続に関する制度
等について検討していく。

 高圧に接続する電源としてはノンファーム型接続が唯一の
望みであるので少しでも前倒しで実施して欲しい。

高圧に接続する電源に適用する場合の
技術的課題等を踏まえながら、ノンファー
ム型接続の検討を行っていく。

予見性  予見性の確保ということが、極めて重要な課題であり、そ
れに関連し、その抑制を一律に実施していくのか、順番で
実施していくのか、議論していかなければいけない。

抑制方法については、予見性の観点も考
慮し、方向性を決めていく。
なお、予見性に資する情報提供について
は、国の審議においても「電源に関する情
報」の公開・開示の在り方が議論されてお
り、これらの動向も踏まえ、検討していく。



28３－２．ノンファームに関するオブザーバからのご意見および今後の対応

項目 オブザーバからのご意見 今後の対応

適用系統  高圧系統・配電系統についてもノンファームの適用につい
て検討して欲しい。

高圧系統・配電系統の工事費や工期な
どの実態から、費用対効果を考慮し決定
していく。

部分出力
ノンファーム

 ユニット全体がノンファームすることは、改良による増出力
インセンティブがなくなることも配慮して欲しい。

 容量市場のルールとの整合性や技術的な制約等の面か
ら結論を出して欲しい。

継続検討する。

その他  公平性の観点から電源種別の区別をつけないということ
だが、ベース電源については優先接続のインセンティブを
持たせるという観点も必要なのではないか。

海外調査を踏まえ検討していく。

 自家発は、メリットオーダーの抑制に際して、熱の調整費
用や温暖化ガス増に伴う費用等も考慮して欲しい。

オペレーションと適正な費用精算の在り方
について、「地域間連系線及び地内送電
系統の利用ルールに関する検討会」と連
携して検討していく。

 非稼働電源・長期計画停止電源・休止電源に関する発
電側課金、ファーム・ノンファームに関する発電側課金につ
いても整理して欲しい。

国における発電側課金の検討状況を踏
まえ、国と連携を図りながら、整理していく。


